




がんでも家ですごすには

家ですごそうと決めたら、まずは往診してくれる「かかりつけ医」を探しましょう。
今かかりつけ医がいない人には、病院の主治医の先生や看護師さん、病院内の相
談窓口のスタッフがお手伝いします。

往診してくれる「かかりつけ医」を探しましょう

在宅療養では、かかりつけ医の往診に加えて介護保険制度を利用する方も多くい
ます。介護保険制度は、生活をする上で介護や支援が必要と認められれば、総費
用の1割程度の負担で様々なサービスを利用できる制度です。

介護保険制度を利用しましょう

往診してくれる
かかりつけ医が
決まったら、介
護保険について
考えてみましょ
う。

主治医の先生、看護師さん、
病院内の相談窓口に相談し、
往診してくれるかかりつけ
医を見つけましょう。

あなたのかかりつけ医の先
生に在宅療養したいという
気持ちを伝えてみてくださ
い。

今あなたは
入院して
いますか？

スタート

スタート

あなたには
往診してくれる
かかりつけ医が
いますか？

入院しています
いません

通院しています
います

条件に当てはまらなかった場合や、認定さ
れなかった場合は、介護保険は使えません
が、医療保険を使って往診や訪問介護など
を受けることができます。かかりつけ医に
相談しましょう。
もし状態が悪化した場合は、再度要介護認
定を申請することができます。

主治医意見書や訪問調査な
どをもとに、要介護状態の
審査・認定を受けます。
（要介護1～5、要支援1～2）

要介護認定を申請する

介護保険の相談窓口としては、
病院の相談窓口、市や町の担当
課、地域包括支援センターがあ
ります。

要介護認定の申請が
できるか聞いてみましょう

介護認定されると介護
保険が活用できます。
ケアマネージャーと話
し合い、要介護度に
沿った療養の計画（ケ
アプラン）を作成しま
す。

ケアプランの作成

在宅療養スタート
いよいよ自宅での療養が
始まります。

（結果通知書には
「非該当」
と記載）

【要介護認定の申請条件の目安】
●65歳以上
　介護や日常生活の支援が必要となった方
●40歳以上64歳以下
　特定疾病（がんを含む）により介護や支援の支援が必要となった方

※がんの場合は申請に条件があります。介護保険を申請した後、
　主治医の意見書も必要になりますので、前もってよく相談してみて下さい。

要介護1～5
要支援1～2に
認定された

認定され
なかった

条件に
あてはまる

条件に
あてはまらない

た
だ
い
ま
！
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酒田市・遊佐町・庄内町にお住まいの方は→P13へ

鶴岡市・三川町にお住まいの方は→P18へ

酒田市・遊佐町・庄内町にお住まいの方は→P17へ

鶴岡市・三川町にお住まいの方は→P22へ

家
で
す
ご
す
に
は





酒田市・遊佐町・庄内町にお住まいの方は→P17へ

鶴岡市・三川町にお住まいの方は→P22へ

受けられるサービスは？

介護保険で受けられるサービス

福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修工事（1割～3割負担で可能です）

そ の 2

介護用ベッドや、様々なマットレス、床ずれ予防具、歩行器や歩行杖、車椅子等をレンタルできます。
浴室やトイレで利用する福祉用具、シャワー椅子、すのこ等を購入できます。
手すりや段差解消等改修工事を受けられます。

【例】
・車いす
・車いす付属品（電動補助装置など）
・特殊寝台（介護用ベッド）
・床ずれ防止用具（エアマットなど）
・手すり（工事をともなわないもの）
・スロープ（工事をともなわないもの）
・歩行器
・歩行補助つえ
・移動用リフト（入浴用リフトなど）

【例】
・ポータブルトイレ
・入浴補助用具（シャワーチェア、手すりなど）
・簡易浴槽

※介護保険証に記載された住所の住宅に限る
【例】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りにくい床材への変更
・引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替えなど
・和式便座を洋式便座に取り替えや、その際の洗浄機能付き便座の設置

通所介護（デイサービス）

短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。

◆訪問理容………自宅を訪問し、ヘアカットやヘアカラー等を行ってくれます。
　　　　　　　　自費ですので誰でも受けることが出来ます。
◆介護タクシー
◆有料ヘルパー…通院の付き添いなども行います。
◆配食サービス　など。

上記以外のサービスもあります。介護保険適応外の便利なサービスについては、
ケアマネージャーもしくは相談窓口にご相談下さい。

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護（ショートステイ）

デイサービスセンター（日帰り介護施設）などに
通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリ
エーションなどが受けられます。ご家族の介護
負担の軽減につながります。

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法
士によるリハビリテーションなどが受けられます。入浴介助や、季
節の行事、レクリエーション等を楽しみます。

介護保険適用外の便利なサービス

借りられるもの

住宅改修費支給

購入するもの
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サ
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※以下のサービスには、自費で利用できるものもあります。


















